
許可の内容と異なる計画又は施工を行った場合は、 

法第４３条に係る許可の取消しとなります‼ 

 

 

 許 可 通 知 書 受 理 後 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に 留 意 し 、 建 築 確 認 申 請 そ の 他 手 続 き 、 工 事 監 理 及

び 建 築 物 の 維 持 保 全 に 努 め て く だ さ い 。  

 

 

○   許 可 建 築 物 の 建 築 面 積 、床 面 積 、配 置 計 画 、用 途 そ の 他 異 な る 計 画 に な る と 、

許 可 の 取 消 し 対 象 と な り ま す 。  

許 可 通 知 書 受 理 後 、建 築 物 の 計 画 を 変 更 す る 際 は 、速 や か に 建 築 指 導 課 に 相 談

し て く だ さ い 。  

 

○   カ ー ポ ー ト や プ レ ハ ブ・ユ ニ ッ ト ハ ウ ス・コ ン テ ナ・Ｄ Ｉ Ｙ に よ る 物 置・倉 庫・

小 屋 （ 以 下 「 カ ー ポ ー ト 等 」 と 言 い ま す 。） も 屋 根 と 柱 又 は 壁 が あ れ ば 建 築 物 に

な り 、 許 可 申 請 ・ 確 認 申 請 を す る 必 要 が あ り ま す 。  

手 続 き を 行 わ ず 、 外 構 工 事 と し て カ ー ポ ー ト 等 を 設 置 す る こ と は で き ま せ ん

の で ご 注 意 く だ さ い 。な お 、許 可 通 知 書 交 付 後 、カ ー ポ ー ト 等 の 建 築 状 況 が 判 明

し た 場 合 、 当 該 カ ー ポ ー ト 等 の 撤 去 を 求 め ま す 。  

 

○   敷 地 の 前 面 通 路 の セ ッ ト バ ッ ク を す る 必 要 の あ る 計 画 の 場 合 は 、 セ ッ ト バ ッ

ク に よ る ラ イ ン を コ ン ク リ ー ト 帯 状 等 に よ り 現 地 に お い て 明 ら か に さ せ な け れ

ば な り ま せ ん 。  

 

○   竣 工 時 、 速 や か に 完 了 写 真 に よ る 報 告 を し て く だ さ い 。  
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